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三島市立徳倉小学校 いじめ防止対策基本方針 

令和６年６月１日更新 

 

 三島市立徳倉小学校（以下学校）は、いじめの防止等のため、学校いじめ防止

基本方針に基づき、「いじめ防止対策委員会」を中核として、校長のリーダーシ

ップの下、一致協力体制を確立し、三島市教育委員会（以下委員会）、三島市い

じめ問題対策委員会とも適切に連携の上、対策を推進する。 

 

１．いじめ問題に取り組むための組織 

(1)「いじめ防止対策委員会」 

ア いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、校長・教頭・教務主

任・学年主任・生徒指導主事・いじめ防止対策担当・（当該児童学級担任）・

特別支援教育コーディネーター・養護教諭・スクールカウンセラーにより構

成される「いじめ防止対策委員会」を置く 

イ いじめに関する情報共有、未然防止に力を注ぎ、重要事案の発生を待つこ

となく定期的に開催する。 

ウ 学校は、重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止

に資するため、速やかに、「いじめ防止対策委員会」を設け、質問票の使用

その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするため

の調査を行う。 

(2)「生徒指導部会」 

 ・生徒指導部会開催時に、児童の情報交換を行い、「いじめ防止対策委員

会」に伝えると共に、取り上げるべき事案がある場合は、召集を求める。 

(3)「生徒指導情報交換」 

 ・職員会議や打合せ、生徒指導研修会の中で、全教職員で該当児童につい

て、現状や対策等について情報交換及び対応について話し合う。 

(4)「徳倉小地域いじめ防止対策委員会」 

 ・いじめ防止について、地域と学校、家庭が協力して取り組むため、学校と

PTA会長、学校運営協議会委員等による「徳倉小学校地域いじめ防止対策

委員会」を設置する。定例の委員会は、年度当初と終わりに開催し、必要

に応じて召集する。  

 

２．未然防止・早期発見・早期対応の在り方 

 私たち徳倉小学校教職員は、いじめを生まないクラスづくりに努める。それ

にはよりよい人間関係づくりが欠かせない。そこで、以下の手だてを通して子

どもの心を耕していく。 

 

(1) いじめに向かわない態度・能力の育成 

 ア 道徳教育の要となる授業の質を高める（「特別の教科道徳」の活用） 

 イ 道徳指導に計画的に人権教育を取り入れる（「命について考える日」） 
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  ウ 毎朝の読書活動、読み聞かせの習慣化 

エ 自然体験、体験活動を授業や特別活動に計画的に取り入れる 

 オ 学級経営において、自他の意見の相違があっても、互いを認め合いながら

建設的に調整し、解決していける力を育む 

 カ 自分の言動が相手や周りにどのような影響を与えるかを判断して行動で

きる力を育むため、定期的に行動の振り返りの時間をもつ 

 

(2) いじめが生まれる背景への理解と指導上の注意 

 ア いじめの背景には子どもが抱えるストレスがあることが多い。そこで   

分かりやすい授業づくりに努め、活躍できる場をつくり、活動を通して集団

づくりを行う。また、児童心理の研修によってストレスに適切に対処できる

力を育む手だてを知る。 

イ 子どもをいじめから守る教職員がストレス源にならないように、指導の

在り方を研修する。 

(3) 自己有用感や自己肯定感を育む 

 ア ボランティア活動を通して、他者の役に立っていると感じ取ることので

きる機会をもつ。 

(4) 児童自らがいじめについて学び、取り組む 

 ア いじめの問題について学ぶ機会を意図的につくる。 

 イ いじめの防止を訴えるような取組を児童会活動に起こし、教職員は陰 

で支える役割を担う。 

  

  いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあ

いを装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行わ

れる。たとえ、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、

早い段階から複数の教職員で的確に関わり、いじめを隠したり軽視したりす

ることなく、いじめを積極的に認知する。  

 日頃からの児童の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童が示す小さな変

化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つとともに、教職員相互が

積極的に児童の情報交換を行い、情報を共有する。 

  指導に困難を抱える学級では、暴力を伴わないいじめの発見や早期対応が

一層難しくなる。また、例えば暴力をふるう児童のグループ内で行われるいじ

め等、特定の児童のグループ内で行われるいじめについては、被害者からの訴

えがなかったり、周りの児童も教職員も見逃しやすかったりするので注意深

く対応する。 

  そこで、以下の手だてによって早期発見に取り組む。 

ア 定期的なアンケート調査の実施。 

（６月、1１月、２月 各アンケート実施後、必要に応じて教育相談実施） 

イ 定期的な教育相談の実施 

ウ 児童が日頃からいじめを訴えやすい雰囲気をつくる。 
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エ 保護者用のいじめチェックシートなどを活用する。 

   家庭と連携し児童を見守り、健やかな成長を支援していく。 

オ 児童及びその保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制  

を整備する。 

カ 児童や保護者の悩みを積極的に受け止められているか、適切に機能して 

  いるかなど、定期的に体制を点検し保健室や相談室の利用、電話相談窓口 

について広く周知する。なお、教育相談等で得た、児童の個人情報につい 

ては、対外的な取扱いの方針を明確にし、適切に扱う。  

キ 休み時間や放課後の雑談の中などで児童の様子に目を配り、個人ノート 

や生活ノート等、教職員と児童の間で行われている日記等を活用し 

て交友関係や悩みを把握したり、個人面談の機会を活用したりする。なお、

これらにより集まったいじめに関する情報についても学校の教職員全体

で共有する。 

 

３．いじめに対する措置 

 発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに「いじ

め防止対策委員会」で対応する。被害児童を守り通すとともに、教育的配慮の

下、毅然とした態度で加害児童を指導する。その際、謝罪や責任を形式的に問

うことに主眼を置くのではなく、社会性の向上等、児童の人格の成長に主眼を

置いた指導を行う。 

 教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連

携し、対応に当たる。 

 

(1) いじめの発見・通報を受けたときの対応 

遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でそ 

の行為を止めさせる。児童や保護者から「いじめではないか」との相談や訴

えがあった場合には、真摯に傾聴する。ささいな兆候であっても、いじめの

疑いがある行為には、早い段階から的確に関わりを持つ。その際、いじめら

れた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保する。 

  発見・通報を受けた教職員は一人で抱え込まず、学校における「いじめ防 

止対策委員会」に直ちに情報を共有する。その後は、当該組織が中心となり、 

速やかに関係児童から事情を聴き取り、いじめの事実の有無の確認を行う。 

事実確認の結果は、校長が責任を持って委員会に報告するとともに被害・加 

害児童の保護者に連絡する。 

  学校や委員会が、いじめる児童に対して必要な教育上の指導を行ってい 

るにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合 

において、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、 

いじめられている児童を徹底して守り通すという観点から、学校はためら 

うことなく委員会・三島警察署（スクールサポーターを含む）と相談して対 

処する。 
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   なお、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるとき

は、直ちに三島警察署に通報し、適切に援助を求める。 

 

(2) いじめられた児童及びその保護者への支援 

  いじめられた児童から、事実関係の聴取を行う。その際、いじめられてい 

る児童にも責任があるという考え方はあってはならず、「あなたが悪いので 

はない」ことをはっきりと伝えるなど、自尊感情を高めるよう留意する。ま 

た、児童の個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留意して以後の対 

応を行っていく。 

  家庭訪問等により、その日のうちに迅速に保護者に事実関係を伝える。い 

じめられた児童や保護者に対し、徹底して守り通すことや秘密を守ること 

を伝え、できる限り不安を除去するとともに、事態の状況に応じて、複数の 

教職員の協力の下、当該児童の見守りを行うなど、いじめられた児童の安全 

を確保する。 

  あわせて、いじめられた児童にとって信頼できる人（親しい友人や教職 

員、家族、地域の人等）と連携し、いじめられた児童に寄り添い支える体制 

をつくる。いじめられた児童が安心して学習その他の活動に取り組むこと 

ができるよう、必要に応じていじめた児童を別室において指導することと 

したり、状況に応じて出席停止制度を活用したりして、いじめられた児童が 

落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図る。状況に応じて、スクールカ 

ウンセラー・青少年相談室など外部の協力を得る。 

  いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折り 

に触れ必要な支援を行う。また、事実確認のための聴き取りやアンケート等 

により判明した情報を適切に提供する。 

 

(3) いじめた児童への指導及びその保護者への助言 

 いじめたとされる児童からも事実関係の聴取を行い、いじめがあったこ 

とが確認された場合、学校は、複数の教職員が連携し、必要に応じてスクー 

ルカウンセラー・青少年相談室等の外部の協力を得て、組織的に、いじめを 

やめさせ、その再発を防止する措置をとる。 

  また、事実関係を聴取したら、迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護 

者の理解や納得を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行 

えるよう保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を 

行う。 

  いじめた児童への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体 

又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚さ 

せる。なお、いじめた児童が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、 

当該児童の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。児童の個人情報の 

取扱い等、プライバシーには十分に留意して以後の対応を行っていく。いじ 

めの状況に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配 
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慮の下、特別の指導計画による指導のほか、出席停止や警察との連携 

による措置も含め、毅然とした対応をする。教育上必要があると認めるとき 

は、学校教育法第 11条の規定に基づき、適切に、児童に対して懲戒を加え 

ることも考えられる（ただし、いじめには様々な要因があることに鑑み、懲 

戒を加える際には、主観的な感情に任せて一方的に行うのではなく、教育的 

配慮に十分に留意し、いじめた児童が自ら行為の悪質性を理解し、健全な人 

間関係を育むことができるよう成長を促す目的で行う）。 

 

(4) いじめが起きた集団への働きかけ 

 いじめを見ていた児童に対しても、自分の問題として捉えさせる。たとえ、 

いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう 

伝える。また、はやしたてるなど同調していた児童に対しては、それらの行 

為はいじめに加担する行為であることを理解させる。なお、学級全体で話し 

合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態 

度を行き渡らせるようにする。 

  いじめの解決とは、加害児童による被害児童に対する謝罪のみで終わる 

ものではなく、被害児童と加害児童を始めとする他の児童との関係の修復 

を経て、双方の当事者や周りの者全員を含む集団が、好ましい集団活動を取 

り戻し、新たな活動に踏み出すことをもって判断されるべきである。全ての 

児童が、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できる 

ようないじめを生まない集団づくりを進めていく。 

 

(5) ネット上のいじめへの対応 

 ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、直 

ちに削除する措置をとる。名誉毀損やプライバシー侵害等があった場合、プ 

ロバイダは違法な情報発信停止を求めたり、情報を削除したりできるよう 

になっているので、プロバイダに対して速やかに削除を求めるなど必要な 

措置を講じる。こうした措置をとるに当たり、必要に応じて法務局又は地方 

法務局の協力を求める。SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）使用 

上、心配される点について伝える。なお、児童の生命、身体又は財産に重大 

な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに三島警察署に通報し、適切に援 

助を求める。 

  早期発見の観点から、委員会等と連携し、学校ネットパトロールを実施す 

ることにより、ネット上のトラブルの早期発見に努める。また、児童が悩み 

を抱え込まないよう、法務局・地方法務局におけるネット上の人権侵害情報 

に関する相談の受付など、関係機関の取組についても周知する。 

  パスワード付きサイトや SNS、携帯電話のメールを利用したいじめなどに 

ついては、より大人の目に触れにくく、発見しにくいため、学校における情 

報モラル教育を進めるとともに、保護者においてもこれらについての理解 

を求めていく（PTA活動の中で関係機関との連携を図り、講習会を開く）。 
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４．その他推進事項 

(1) 校内研修の充実 

 全ての教職員の共通認識を図るため、少なくとも年に一回以上、いじめを 

始めとする生徒指導上の諸問題等に関する校内研修を行う。教職員の異動 

等によって、教職員間の共通認識が形骸化してしまわないためにも、年間計 

画に位置づけた校内研修を実施する。 

 

(2) 学校評価 

 学校評価において、いじめの問題を取り扱うに当たって、学校評価の目的 

を踏まえて行う。この際、いじめの有無やその多寡のみを評価するのではな 

く、問題を隠さず、いじめの実態把握や対応が促されるよう、児童や地域の 

状況を十分踏まえた目標の設定や、目標に対する具体的な取組状況や達成 

状況を評価し、学校は評価結果を踏まえてその改善に取り組む。 

 

(3) 地域や家庭との連携について 

  本学校基本方針について地域や保護者の理解を得ることで、地域や家庭 

に対して、いじめの問題の重要性の認識を広めるとともに、学校通信などを 

通じて家庭との緊密な連携協力を図る。例えば、学校、PTA、地域の関係団 

体等がいじめの問題について協議する機会を設けたりするなど、地域と連 

携した対策を推進する。 

  より多くの大人が児童の悩みや相談を受け止めることができるようにす 

るため、学校と家庭、地域が組織的に連携・協働する体制を構築する。 
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三島市立徳倉小学校 いじめ防止対策基本方針 概要 

未然防止 

(1) いじめに向かわない態度・能力の育成 

(2) いじめが生まれる背景への理解と指導上の注意 

(3) 自己有用感や自己肯定感を育む 

(4) 児童自らがいじめについて学び、取り組む     

早期発見 

(1) 定期的なアンケート調査を行う。（６月，1１月，２月） 

(2) 定期的な教育相談を実施する。（(1)アンケート実施後、必要に応じて面談）  

(3) 保護者用のいじめチェックシートなどを活用する。（適宜） 

(4) 児童及びその保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制  

  を整備する。 

(5) 休み時間や放課後の雑談の中などで児童の様子に目を配り、個人ノート や生活

ノート等、教職員と児童の間で日常行われている日記等を活用して交友関係や悩

みを把握したり、個人面談や家庭訪問の機会を活用したりする。なお、これらに

より集まったいじめに関する情報についても学校の教職員全体で共有する。 

早期対応 

(1) いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止めさせる。 

   児童や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、 

   真摯に傾聴する。→「いじめ防止対策委員会」を即刻開く 

(2) いじめられた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保する。 

(3) 発見・通報を受けた教職員は「いじめ防止対策委員会」に直ちに情報を共有 

   する。 

(4) その後は、当該組織が中心となり、速やかに関係児童から事情を聴き取り、 

   いじめの事実の有無の確認を行う。事実確認の結果は、校長が責任を持って 

   委員会に報告するとともに被害・加害児童の保護者に連絡する。 

＊ いじめる児童生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわら

ず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合において、いじめが

犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、いじめられている児童

を徹底して守り通すという観点から、ためらうことなく委員会・三島警察署 

（スクールサポーターを含む）と相談して対処する。 

(5) 事実関係を聴取したら、迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解 

  や納得を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護 

者の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。 

(6) いじめた児童への指導に当たっては、いじめの状況に応じて、心理的な孤立 

感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下、特別の指導計画による指導 

のほか、さらに出席停止や警察との連携による措置も含め、毅然とした対応を 

する。 

(7) いじめを見ていた児童に対しても、自分の問題として捉えさせる。誰かに知 

らせる勇気を持つよう伝え， はやしたてるなど同調していた児童に対しては、 

それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。 

なお、学級全体で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、 

根絶せねばならないという態度を行き渡らせるようにする。 
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ネット上のいじめへの対応 

(1) ネット上の不適切な書き込み等については直ちに削除する措置をとる。 

＊必要に応じて法務局又は地方法務局の協力を求める。なお、児童の生

命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに三島

警察署に通報し、適切に援助を求める。 

(2) 委員会等と連携し、ネット上のトラブルの早期発見に努める。また、児童

が悩みを抱え込まないよう、法務局・地方法務局におけるネット上の人権侵

害情報に関する相談の受付など、関係機関の取組についても周知する。 

(3) パスワード付きサイトや SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）、

携帯電話のメールを利用したいじめなどについては、より大人の目に触れに

くく、発見しにくいため、学校における情報モラル教育を進めるとともに、

保護者においてもこれらについての理解を求めていく（PTA 活動の中で関

係機関との連携を図り、講習会を開く）。 
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       いじめ対応の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※該当児童への面談等の記録（担任等） 

※事案への対応記録、いじめ防止対策委員会の協議内容等記録（生徒指導主任） 

常 

時 

児童生徒の情報報告・共有化 

（学年部会・生徒指導部会、職員会議等） 

生徒指導主任に報告 

管理職（校長・教頭・教務）に報告 

被害児童の保護者との連携（・事実報告・対応方針説明） 

当該児童への事実確認（複数教員で対応） 

①被害児童への面談②加害児童への面談 

全職員 今後のいじめ対応について共通理解 

 

被害児童の保護者への連携 

・経過報告 ・加害児童への指導内容の説明等 

全職員で情報の共有・経過報告・対応策についての共通理解 

「いじめ防止対策委員会」 

・事実確認 ・被害児童及び加害児童への対応協議 

・他の児童への指導内容協議 ・役割分担 

重大事態と判断したとき 

三島市教育委員会に発生の報告 

全職員で情報共有・事実報告・対応方針の共通理解・役割分担 

○
三
島
市
教
育
委
員
会
の
付
属
機
関
「
三
島
市
い
じ
め
問
題
対
策
委
員
会
」
に
よ
る
調
査 

市教委の指導・助言のもと

学校による調査 

被害児童、加害児童、他の児童への対応 

「いじめ」もしくは、「いじめの疑い」事案の把握 

加害児童の保護者への連絡 

・事実報告 ・指導内容の説明等 ・今後の指導への協力のお願い 

経  過  観  察 

被害児童への連絡 

・経過報告・学校での児童の様子報告 

三島市教育委員会にいじめ状況報告（月１回） 

※重大事態（学校が調査）のとき 

三島市教育委員会に調査報告書を提出 

いじめ等の情報把握 

（全職員） 

「いじめ防止対策委員会」の開催 

・情報確認・対応方針決定・関係機関との連絡 

暴力等を伴ういじめ 

三島警察署に連絡 

関
係
機
関
と
の
連
携
（
三
島
市
教
育
委
員
会
・
三
島
警
察
署
・
三
島
市
子
育
て
支
援
課
・
三
島
市
青
少
年
相
談
室
・
東
部
児
童
相
談
所
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
等

） 
学 校 

三島市 

 

定 

期 

三島市いじめ問題 

対策連絡協議会 

三島市いじめ問題 

対策委員会 
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いじめ対策の年間計画 

 

  

月 担当 取 組 内 容 

４ いじめ防止対策委員会 

生徒指導主任 

・いじめ対策等基本方針の検討 

・関係機関担当者の把握 

 

５ 生徒指導部会 ・いじめアンケート検討 

・徳倉小地域いじめ防止対策委員会 

６ 担任 ・いじめアンケート①実施・集計と対策、対応（→７月へ） 

・職員研修「iPad活用時のトラブル対応について」 

７ いじめ防止対策委員会 

担任 

・夏季休暇前までの取組の反省と今後 

・三島市「いじめ問題への取組についてのチェックポイント」 

・保護者面談 

８ 全職員 ・職員研修「学級づくりについて」 

・職員研修「夏休み明けの情報交換」 

９ 担任 ・１学期のふり返りと２学期への対策 

10 担任 

いじめ防止対策委員会 

・職員研修「学期始めの情報交換会」 

11 いじめ防止対策委員会 ・いじめアンケート②実施・集計と対策、対応 

・冬季休暇前までの取組の反省と今後 

12 担任 ・保護者面談（希望面談） 

１ 全職員 

教務主任 

・職員研修「冬休み後の情報交換会」 

・学校評価 

２ 担任 

いじめ防止対策委員会 

 

・いじめアンケート③実施・集計と対策、対応 

・今年度の取組の反省と次年度への検討と修正 

・徳倉小地域いじめ防止対策委員会 

３ 担任 ・次年度への引き継ぎ 

定

期

的

な

取

組 

 

・常設の教育相談 

・道徳教育の充実 

・児童の一日の振り返りや学校生活向上のための話し合い（児童会・学級活動） 

・生徒指導部会での情報交換・集約 

・職員会議での児童についての情報交換 

・月例報告（問題行動・不登校・いじめ） 
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【関係機関】 

三島市教育委員会 ９８３－２６７１ 

 

 

三島市立徳倉小学校 ９８６－０１８０ 

 

 

【相談窓口】 

２４時間子供ＳＯＳダイヤル（文部科学省） いじめやその他のＳＯＳに関する相談 ０１２０－０－７８３１０ 

子どもの人権１１０番 

（法務省） 

いじめ、体罰、不登校、虐待といった子どもをめぐる人権問題に関する相談  ０１２０－００７－１１０ 

三島市いじめ電話相談 いじめ等の悩みに関する相談 ０５５－９７６－０１１０ 

三島市家庭児童相談室 児童虐待・家庭における子どもの養育やしつけ、家族関係や学校生活等に関する悩みや相談 ０５５－９８３－２７１３ 

三島市青少年相談室 主に小中学生の不登校など青少年問題に関する相談 ０５５－９８３－０８８６ 

スクールサポーター 

（土屋重人さん） 

非行、不良行為、犯罪等の被害その他少

年の健全育成に関する相談・支援 

０５５－ 

９８１－０１１０ 

東部児童相談所 児童虐待・家庭における子どもの養育やしつけ、家族関係や学校生活等に関する悩みや相談 ０５５－９２０－２０８５ 

ハロー電話 「ともしび」 子どもや保護者の悩み相談 ０５５－９３１－８６８６ 

子ども・家庭１１０番 子育ての悩みに関する相談 ０５５－９２４－４１５２ 

静岡地方法務局沼津支局 子どもの人権問題についての相談 ０５５－９２３－１２０１ 

こころの電話 

（東部健康福祉センター） 

精神保健に関する複雑困難な事例に対する相

談指導、思春期保健に関する相談指導等 

０５５－９２２－５５６２ 

心の相談フォーム みしまＧＩＧＡポータルサイト内相談窓口（悩み事全般） １人１台端末より投稿可能 

 

 

【「いじめ・暴力」相談メールコーナー】 

ホームページ http://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/ijime/ 

携帯サイト http://www.pref.shizuoka.jp/m/ijime/ 

 

 

学校・家庭・地域等での悩み 

 子ども・保護者の教育相談窓口等 


